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◆ 「こども未来戦略」案が示される（内閣官房） 
 

令和 5 年 12 月 11 日、こども未来戦略会議（第 8 回）が開催され、「こども未来戦略」

案が示されました。これは「こども未来戦略方針」の具体化に向けた検討を踏まえて示さ

れたものです。 

「こども未来戦略」案では、「加速化プラン」において実施する具体的な施策として、保

育に関連して下記の内容が示されています。 

職員配置基準の改善として、2024（令和 6）年度から 4・5歳児の配置基準を 30対 1か

ら 25 対 1 への改善が行われます。加算措置が設けられるとともに、最低基準の改正が行

われますが、経過措置として当分の間は従前の基準により運営することも妨げないとされ

ました。 

1歳児の職員配置基準については、2025（令和 7）年度以降、保育人材の確保等に関連す

る施策との関係も踏まえつつ、加速化プラン期間中の早期に 6対 1から 5対 1への改善を

進めるとされました。 

そのほか、2025（令和 7）年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支

援事業として制度化し、実施自治体の増加を図った上で、2026（令和 8）年度から子ども・
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子育て支援法に基づく新たな給付として全国の自治体において「こども誰でも通園制度（仮

称）」を実施できるよう、所要の法案を次期通常国会に提出することが示されています。 

また、病児保育の安定的な運営を図る観点から、病児保育に係る保育士等の職務の特殊

性等を踏まえた基本単価分の引上げ等を、2024（令和 6）年度から行うとされました。 

（２）幼児教育・保育の質の向上～75 年ぶりの配置基準改善と更なる処遇改善～ 

〇 保育所・幼稚園・認定こども園の運営費の基準となる公定価格の改善について、公

的価格評価検討委員会中間整理（2021 年 12 月）を踏まえた費用の使途の見える化を

進め、保育人材確保、待機児童解消その他関連する施策との関係を整理しつつ、取組

を進める。 

〇 具体的には、「社会保障と税の一体改革」以降積み残された 1 歳児及び 4・5 歳児の

職員配置基準については、 

①  2024 年度から、制度発足以来 75 年間一度も改善されてこなかった 4・5 歳児に

ついて、30対 1から 25対 1への改善を図り、それに対応する加算措置を設ける。

また、これと併せて最低基準の改正を行う（経過措置として当分の間は従前の基準

により運営することも妨げない。）。 

②  2025年度以降、1歳児について、保育人材の確保等の関連する施策との関係も踏

まえつつ、加速化プラン期間中の早期に 6対 1から 5対 1への改善を進める。 

〇 また、保育士等の処遇改善については、令和 5 年人事院勧告を踏まえた対応を実施

するとともに、民間給与動向等を踏まえた更なる処遇改善を進める。 

〇 くわえて、費用の使途の見える化に向けて、事業者が施設ごとの経営情報等を都道

府県知事に報告することを求めるとともに、報告された経営情報等の分析結果等の公

表を都道府県知事に求めること等を法定化する。 

（３）全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充 

～「こども誰でも通園制度（仮称）」の創設～ 

〇 0～2歳児の約 6割を占める未就園児を含め、子育て家庭の多くが「孤立した育児」

の中で不安や悩みを抱えており、支援の強化を求める意見がある。全てのこどもの育

ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対し

て、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行

の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わ

ず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付（「こども誰でも通園制度（仮称）」）
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を創設する。 

〇 具体的には、2025 年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事

業として制度化し、実施自治体の増加を図った上で、2026年度から子ども・子育て支

援法に基づく新たな給付として全国の自治体において「こども誰でも通園制度（仮称）」

を実施できるよう、所要の法案を次期通常国会に提出する。 

〇 2025 年度からの制度化に向けて、2023 年度から本格実施を見据えた試行的事業の

開始を可能とすることとし、2024年度も含めた試行的事業の実施状況を踏まえつつ、

制度実施の在り方について検討を深める。 

〇 病児保育の安定的な運営を図る観点から、病児保育に係る保育士等の職務の特殊性

等を踏まえた基本単価分の引上げ等を、2024 年度から行う。 

 

なお、財源については、同日午後に「支援金制度等の具体的設計に関する大臣懇話会（第

2回）が開催され、「支援金制度等の具体的設計について（素案）」が提示されています。 

「加速化プラン」の実現にあたって必要となる 3兆円半ばの財源については、「歳出改革

と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度

を構築することにより、国民に実質的な負担が生じないこと」とされていました。 

この「こども・子育て支援金制度」は、充当対象事業（こども誰でも通園制度や児童手

当等）にかかる費用の拠出のため、医療保険者（後期高齢者医療広域連合を含む）が、被

保険者等から保険料とあわせてこども・子育て支援金を徴収し、国に「こども・子育て支

援納付金」として納付するとされています。 

支援金制度は、2024（令和 6）年度通常国会への法案提出に向けて引き続き検討すると

されています。 

 

詳細は下記ホームページをご確認ください。 

【こども未来戦略会議】 

■ 内閣官房ホーム＞各種本部・会議等の活動情報＞こども未来戦略会議 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/index.html 

【支援金制度等の具体的設計に関する大臣懇話会】 

■ こども家庭庁ホーム＞会議等＞支援金制度等の具体的設計に関する大臣懇話会 

https://www.cfa.go.jp/councils/shienkin-daijinkonwakai/ 
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◆ 職業紹介事業者を利用する際の注意点とハローワ

ークや福祉人材センターの活用について（厚生労働

省職業安定局よりご案内） 
 

職業紹介事業者を通じた保育士等採用の際に、求人者と職業紹介事業者の間で、紹介手

数料や職業紹介の条件等についてトラブルが生じているケースがあることを踏まえて、厚

生労働省職業安定局より職業紹介事業者を利用する際の注意点をまとめるとともに、無料

の職業紹介を行うハローワーク・福祉人材センター等の利用を勧奨するリーフレットが作

成されました。詳細は別添のリーフレットをご覧ください。 

 

また、先日、厚生労働省職業安定局のホームページにおいて、医療・介護・保育分野の

職業紹介手数料の平均値・分布等のデータが公表されております。 

職業紹介事業者を選択する際の情報として、ご参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/36163.html 

  

 

本件に関するお問い合わせについては、以下の連絡先まで直接ご照会ください。 

（リーフレットに関すること、その他全般について） 

厚生労働省職業安定局需給調整事業課調整係  

０３－５２５３－１１１１（内線５７４７） 

 

（ホームページに掲載された職業紹介手数料等の情報について） 

厚生労働省職業安定局需給調整事業課職業紹介事業係  

０３－５２５３－１１１１（内線５７４６） 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/36163.html


職業紹介事業者を安心して利用するために

医療・介護・保育施設で人材を募集している皆さまへ

職業紹介事業者の利用によるトラブルについては、都道府県労働局の

『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』までご相談ください

• 厚生労働省の認定する適正な事業者か ⇒

• 実績がある事業者か

• 利用料金はいくらなのか

• 派遣や求人メディア等、違うサービスではないか

• 同業他社等に情報収集をして、人材会社

の評判を確認しましょう

• 契約内容を詳しく確認しましょう

■担当者の説明だけで判断してはいけません

• 早期退職の場合手数料の返還があるか等、具体

的な規定を確認しましょう

• 紹介される人材が自社に合った人材か確認しま

しょう

■契約内容を詳しく確認しましょう

■利用する前に必ず確認しましょう

！

急に退職者が出て
しまった・・・

配置基準もあるし、
急いで採用しなくては ちょっと待った！

焦って利用すると、トラブルが生じる可能性が高くなります。

特に、以下のような点にご注意ください。

「担当者が良い人だ！

信用できそうなので、

利用してみようかな」

「人材を紹介してくれる

というメール（FAX）

が届いた」

「ちょうどよかった！

利用してみようかな」

「比較してみたけ

ど、A社が一番安

い。A社で決ま

り！」

！

！

PL051121需01





★ハローワークの上手な使い方

人手不足分野では、過去の求人と同じ内容では思うように人材が集まらない（応募が

少ない・応募までに時間がかかる）ことがあります。【令和４年度の医療・介護・保育分

野の有効求人倍率は約３倍】そうした中でも、求職者のニーズを踏まえて求人条件を見

直すことで、早期の応募につながるケースもあります。ハローワークでは、求人条

件緩和の助言や求職者へのアピールとなる求人の出し方の相談等を受け付

けておりますので、お気軽にご相談ください。

また、ハローワーク内で企業情報PRの提供や企業説明等を実施しておりま

す。御社の求職者へのアピールにつながりますので、ご利用をご検討ください。

ハローワークインターネットサービスでは、求職者のマイページ

に直接メッセージと求人情報を直接送付することができます。

ハローワークや、自治体等が運営する
無料職業紹介をご存知ですか

医療・介護・保育施設で人材を募集している皆様へ

人材の確保には、以下のような様々な方法があります。

① ハローワーク、福祉人材センター、保育士・保育所支援センター、自治体等が運営

する無料職業紹介機関から人材の紹介を受ける

② 有料職業紹介機関から人材の紹介を受ける ③ 求人広告を活用する

④ 労働者派遣事業者から人材派遣を受ける ⑤ 自社のHP等での募集を行う

① 無料の職業紹介（人材確保の相談も無料）

② 年間1 0 0万件を超える就職につなげるノウハウ

③ 医療・介護・保育分野だけでも年間4 0万件を超える求職者

登録

このうち、②の有料職業紹介機関からの紹介が、比較的早期に人材を確保できること

から人気が高まっています。しかしながら、手数料が高額であるといった指摘や、トラブ

ルがあったという声も聞かれるところですので、ハローワークや福祉人材センター、

保育士・保育所支援センター、自治体等が運営する無料職業紹介のご利用に

ついても、今一度ご検討ください。

ハローワークを利用するメリット

特に、厚生労働省が運営するハローワークは全国587所に拠点を持ち、年間100万

件を超える就職実績があり、医療・介護・保育分野では、令和４年度で約18万件の就職

件数となっています。

また、福祉人材の募集は、右のQRコードから、福祉人材センターに

無料で求人情報の掲載等を行うことができます。あわせてご利用ください。



有料職業紹介サービスを利用する際の注意点

医療・介護・保育施設で人材を募集している皆様へ

有料職業紹介サービスは、迅速な斡旋が期待できるなどのメリットがありますが、一部

でトラブルが発生しています。ご利用の際は、以下のポイントに注意してくだ

さい。また、トラブルが発生した場合には、都道府県労働局の特別相談窓口に

ご相談ください。

① 有料職業紹介の利用には手数料が必要です。

条件等によっては 、 一人の紹介に 1 0 0万円を超える手数料が発生する場合もありま す 。

契 約に当た っては 、 手 数料を含め条件をよ く確認 して ください 。

※至急の募集など 、 条件によって手数料は更に高額になる場合がありま す 。

②採用した人材がすぐに退職してしまっても、手数料の支払いが必要

となる場合があります。
事業者によっては早期の退職の場合 、 手数料の一部または全部を返金する制度 （ 「 返 戻

金 」 制 度 ） を 設 けている場合がありま す 。 返 金の対象となる期間 ・ 返金額の割合等は紹介

事業者によって異な りますので 、 契 約前に確認し 、 で きる限 り返金制度が充実 した事業者

を選択する こ と を推奨 します 。
③得意分野など紹介事業者には様々な事業者があります。
ご希望の条件にあった人材の紹介を受けるなど納得 したサービスを受けるため 、 こ れま

で取引のない事業者を利用する場合には 、 「 人 材サービス総合サイ ト 」に掲載されている

情報を確認 した り 、 同業他社に評判を確認するなどの情報収集をしま し ょ う 。

特に 、 金額や条件等ではわからない部分 （ 例えば 、 募集者のニーズ等にあった人材を紹

介 し て く れるか等 ） と い った点については 、 情 報収集が重要です 。

注意事項

厚生労働省では、一定の要件を満たした有料職業紹介事業者を「適正認定事業者」として認定してい

ます。認定を受けている事業者をご利用いただくことがトラブル防止に役立ちます

ので、安心できる事業者を選ぶ基準のひとつとして、ご利用をご検討ください。

適正な有料職業紹介事業者の認定制度

厚生労働省では、地域別・職種別の手数料の平均値や離職率を公表しています。

有料職業紹介事業者を選ぶ際のご参考として、公表データをご確認ください。

有料職業紹介事業者の手数料の平均値や離職率について

有料職業紹介事業者を選ぶ際は、以下の情報を参考にしてください。



職業紹介サービスを利用する際のチェックポイント

①事業者に関する基本的事項

職業紹介事業の許可を取っているか・
適正な職業紹介事業者として認定を受けているか
・人材サービス総合サイト（厚生労働省運営※）を使って確認しましょう。
※許可を得ているまたは認定を受けている全ての事業所を掲載しています。

・「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者」には、法令遵守を

はじめ一定の基準を満たした事業者のみが認定されます。

取引実績や評判は優良か

医療・介護・保育分野の機関との取引実績がある場合は直近の実績などを確認し、ない場合はよ
く情報交換するなど、できる限り情報を集め、事業者を選びましょう。事業者を利用した他の機関
と互いに情報を交換することも有効です。

紹介した求職者の定着率は高いか

人材サービス総合サイトに、各事業者の紹介件数・離職状況を掲載しています。

②事業者・担当者の姿勢

求人者のニーズをよく理解しようとしているか

担当者は求める人材の要件（能力、技術、経験年数など）を丁寧に聞き取る姿勢があるか。

質問には丁寧に答えてくれるか。

求人者と密に連絡を取り合っているか

・担当者が頻繁に変わるようなことがないか。

・担当が変わっても担当者間で情報が引き継がれているか。

求職者のニーズについても十分に把握し、調整に努めているか

・担当者は求職者の状況や意向についても十分に把握し、それに適した求人者に紹介しよう

と努める姿勢があるか。

・求人者と求職者の意向の擦り合わせに努める姿勢があるか。

1. 職業紹介事業者を選ぶとき

検 索人材サービス総合サイト

③事業者のサービス内容
求人申込み～就職までのプロセスや平均的な期間
希望すれば求人申込みから就職までのプロセス、手続、平均的な期間などについて、説明し
てくれるか。納得できる内容か。

紹介手数料、支払方法の明示があるか
紹介手数料表を明示しているか。紹介手数料の支払方法・時期を明示しているか。

早期離職の際の紹介手数料の返戻ルールがあるか
・紹介を受けて就職した求職者が自己都合で早期離職した場合の手数料の減額、

返還（返戻制度）がルール化されているか。ある場合は、合理的な内容か。

・返戻制度がない場合は、その理由の説明があるか。

※職業紹介事業者を選ぶ時は、できるだけ複数の事業者を比較しましょう。

（認定マーク）



2. 職業紹介事業者を実際に利用するとき

①求人の希望を伝える
必要とする人材の適性や能力を事業者に十分に伝える
・ミスマッチを防ぐため、どのような人材を採用したいと考えているのか、求める人材の

要件（能力、技術、経験年数など）を担当者に具体的に伝えるようにしましょう。

・求人に当たっては、口頭だけでは行き違いが生じやすいので、ミスマッチを防ぐため、

求人票などの書面や電子媒体等を作成して労働条件を具体的にし、担当者に交付しましょう。

契約内容の確認・検討
紹介手数料、支払方法、返戻制度の規定
・事前に受けた説明と同じ内容か、書面や電子媒体等で十分確認してから契約しましょう。

・不明な点や納得できない点は、契約を結ぶ前に必ず担当者に確認しましょう。

・紹介された人材が早期に退職した場合の返戻制度については、その条件等については改めて
書面等で確認しましょう。

②人材の選定
納得のいく人材を選定する

人材の選定は事業者任せにせず、入念に面接を行い、求める能力や技術を身に付けているか、
職場に順応できそうか、などを十分に確認することが重要です。
採用を急いでいる場合でも、必ず確認しましょう。

求職者への十分な情報提供
職場の雰囲気や就業規則、福利厚生など、求職者が求める情報について十分に情報提供する
ことが、採用後のトラブルや早期離職を防ぐために有効です。

③採用時～採用後
職業紹介サービスとは直接関係しませんが、採用後の早期離職を防ぐために有効なポイントは

次のとおりです。

円滑なコミュニケーション
労働条件や、職場の悩み・不満を相談できる責任者、相談窓口をあらかじめ決めておくことが、
採用後の早期離職を防ぐために有効です。

職場環境の点検
職業紹介サービスを通じて採用した職員に限らず、職員の離職率が高い場合には、
職場環境に改善すべき点がないか点検することも有効です。

処遇の改善
医療・介護・保育分野においては人手不足が続いており、これまでと同じ条件では応募が集ま
らなかったり、一度就職した方がより良い条件を求めて転職してしまうことがあります。

処遇改善の可能性について、今一度ご検討をお願いします。

職業紹介事業者の法令違反に関する相談は、

都道府県労働局「「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口」まで。


